
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議事 三島江野草地区の今後の整備・管理運営のあり方について 
■切り下げ事業の課題 

平成 25年度淀川河川公園全体協議会 
平成 26年 3月 3日 

参考資料-２ 平成 25 年度 第 1 回 淀川河川公園中流右岸流域地域協議会の概要

■切り下げ区域の利用イメージ

■三島江野草地区切り下げ区域 

■高水敷切り下げ事業の実施経緯 
 

●土砂の堆積等により、池の底高が当初計画よりも約 50cm 高くなり、

池の形状が保てなくなっている。 

●当初は池への水の供給は出水と雨水からと考え、一度供給された水は

一定期間確保される計画としていたが、調査では冠水後 10 日程度し

か維持されておらず、想定したとおりの冠水が発生していない。 
 

●冠水頻度が想定よりやや低く、撹乱・更新される自然環境は十分には

達成されていない。 

●植生は粗放的管理とされ、在来種が少なくなり外来種が多くなるなど、

淀川の水辺らしい植物群落の形成の面からは質が悪くなっている。 

●水位測定や植物調査は継続的に実施されているが、モニタリング結果

を管理手法にフィードバックするといった順応的管理は行われていな

い。 

第 1 回切り下げ

の課題 

 

第 2 回切り下げ

の課題 

■地区の歴史

●三島江野草地区の整備計画は、平成 11年頃から検討が進められ、当初は池、島、橋など

を人工的に配した従前型の公園計画。 

●平成 9 年の河川法改正を機に設置された淀川環境委員会のアドバイスを踏まえ、高水敷

を切り下げ、“たまり”を整備する計画に変更された。 

●平成 14年、淀川河川公園で初めてとなる高水敷の切り下げ事業（第１回切り下げ）実施。

●目標とした冠水頻度を達成するため、平成 18年に第２回切り下げを実施。 

■現在の植生管理方針

●目標：「ヨシ原を中心とした淀川に本来見られる多様な河川植生を再生する。」 

●原則として「川に任せる」こととし、冠水・攪乱の影響を頻繁に受ける地形形状を整え、淀川にふさわしい植生の出現を期待 

●望ましい利用が困難になるほど植物が繁茂する場合は年 1～2 回程度の草刈りを実施 

●特定外来種の侵入などが認められる場合は、駆除を行うなど最低限の管理を実施 


